
＜事業の流れ・申請方法＞
１．事業の流れ

２．申請方法
申請にあたっては「TOKYOはたらくネット」からの事前エントリーが必要です。
(1)事前エントリー受付日時等

(2)申請書類提出先
労働相談情報センター(飯田橋ほか都内5事務所) ※提出先は事前エントリー結果とともにご連絡します。

３．募集要項、申請様式
「TOKYOはたらくネット」からダウンロードしてください。

【TOKYOはたらくネット】
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/

事業終了後、指定期日までに実績報告書を提出してください。
実績報告書をもとに額を確定し、奨励金を支給します。

決定後、交付決定通知を送付します。
交付決定後に奨励対象事業に着手してください。

申請書類の確認のほか、必要に応じて現地調査を実施します。

申請書類を郵送により提出してください。

「TOKYOはたらくネット」にて事前エントリーを行ってください。

事前エントリーの結果をメールにてご連絡します。
※予定社数を上回る場合は抽選を行います。

都が定めた期間内に奨励事業を実施してください。
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事前エントリー受付日
申請書類提出期限 予定社数

※時間は１０時～１５時

第1回 6月３日（木）、６月４日 （金） 7月 ２日（金） ８０社

第2回 ７月５日（月）、7月 ６日 （火） ８月 3日（火） ６０社

第3回 ７月２８日（水）、７月２９日 （木） ９月 ２日（木） ９０社

第4回 ９月２日（木）、９月３日 （金） 10月 4日（月） ７０社
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